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令和 6年度 事業報告書

I、 教育理念、教育方針

1.教育理念
熊本マリスト学園は、高遠なるカトリック精神、およびマリスト教育修道士会の教育理念

に基づき、「家族的愛」のもと、いかなる時も理性を持つて堅実に思考し、正しく行動する

有為な社会人を育成する。

教育方針

校司1「信・望・愛」の精神に則り、あらゆる教育活動をとおして人格の陶冶に努めるとと

もに、知的、道徳的、宗教的また社会的に調和のとれた全人格的な人間の形成を目指す。

3.令和 6年度 教育事業重点目標
① 学園教育理念、教育方針の実現

② 知識の習得に止まらず、思考力・判断力・表現力・実践力の向上を目指し、能力や適性

に応じた指導を徹底し、個々の生徒の夢の実現や進路目標達成を全面的に支援する。

③ 多様な啓発的体験学習を推進し、変化と多様化の時代の中で主体的に生きる個の確立

を促し、未来を切り拓くたくましい想像力と、柔軟な実践力を育む教育の展開を図る。

Ⅱ、決算・財務概要

令和 6年度は、私立学校法改正への対応を柱として、学校法人のガバナンス強化に向け寄

附行為改定を進めるとともに、教育の質の更なる向上に取り組んだ。

教育事業に関しては、「特進クラス」設置により進学校としての教育の向上を図つたほか、

キャリア教育推進、学習力向上、グローバル教育推進、指導力向上等に体系的に取り組んだ。

国際交流については、コロナ禍で一時中断していたペンリス・アングリカン・カレッジ (オ

ーストラフアの姉妹校)と の交流再開を始め、中学校のシンガポール修学旅行についても再

開することができた。

施設設備に関しては、学校正門のリニューアルエ事、大多目的室の改装を始め、本館・シ

ャンパニア館のWi― Fi回線増設、グループウェアの導入、常設 ICT教室の増設等を実施
するなど、校内デジタル化を更に推し進めた結果、以下のとおりとなつた。

[生徒錮

令和 6年度の新入生は、中学校 34名、高等学校 196名 で、生徒数は中学校 124名 、
高等学校 683名 、計 807名であつた。

資金収支計算書

[収入の部]

・学生生徒等納付金収入は、生徒数の減少により前年度比 1, 815万 円減少し、 5億 3
67万円となつた。
・補助金収入は、生徒数は減少したものの、教職員研修の強化及び ICT関連投資に伴 う
県補助金の増加等により、前年度比 512万 円増加し、 3億 24万円となつた。
・以上により、収入の都合計は 14億 264万 円となつた。
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[支出の部]
。人件費支出については、教員人件費は前年度並みであつたものの、退職金支出が大幅に減

少したため、前年度比6, 103万円減少し、 5億 2, 525万円となつた。
・経費支出については、光熱水費、旅費交通費、報酬委託手数料等が増カロしたものの、修繕

費支出が 1,219万 円減少したことにより、前年度比679万円減少し、1億4,102
万円となつた。

・この他、施設関係支出が正門のリニューアルエ事等により4, 925万円増加したほか、
設備関係支出についても507万円増加した。
。以上の結果、支出の都合計は 14億 264万円となり、 5億 8, 812万円を翌年度支払
資金として繰越した。

2.事業活動収支計算書
[教育活動収支]

・教育活動収入は8億 1,137万 円、教育活動支出は 7億 5,071万 円となり、教育活
動収支差額は6, 066万円となつた。

[教育活動外収支]

・教育活動外収入は797万円、教育活動外支出は28万円となり、経常収支差額は6,8
34万円となつた。

[特別収支、基本金組入額等]

・特別収入は931万円、特別支出は 131万円となり、基本金組入前当年度収支差額は 7,
635万円となつた。
・基本金組入額は7, 082万 円となり、当年度収支差額は553万円となつた。
。この結果、翌年度繰越収支差額は△ 14億 1, 051万 円となつた。

3.貸借対照表
E資産の部]

・固定資産は建物の減価償却等により前年度比 7,623万 円減少し、16億 6,920万
円、流動資産は現金預金の増加等により前年度比9,681万 円増加し、5億 9, 757
万円となり、資産の都合計は22億 6, 677万円となつた。
[負債・純資産の部]

・固定負債は長期借入金減少により前年度比 955万円減少し6,896万 円、流動負債は、
未払金減少等の要因で前年度比4,622万 円減少し9,992万 円となり、負債の部合
計は 1億 6, 888万円となつた。
・基本金は前年度比7,032万 円増加し35億 840万円、繰越収支差額は△ 14億 1,
051万円となり、純資産の都合計は前年度比 7,635万 円増加し20億 9,788万
円となつた。

・以上により、負債及び純資産の都合計は、22億 6, 677万円となった。



学校法人 熊本マリスト学園
理事会 御中

独立聯杏人の監査報告書

あゆみ監査法人

福 岡県福岡市

代 表 社 員

業務執行社員

令和 7年 6月 10日

公認会計士 乏 争 生“
各 争

鏃 見

当酵杏法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成2yv月 26日

付け熊本県告示第196号に基づき、学校法人熊本マリスト学園の令和6年度 (令和6年4月 1日 から令不口7年3

月31日 まで)の計算書類、すなわち資金収支計算書 (人件費支出内訳表を含む。)、 事業活動収支計算書、

貸借対照表 (固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。)、 重要な会計方針及びその他
の注

記について監査を行つ亀

当幣杏法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基洋 (昭和46年文部省令第18号)に準挺して、学校法

人熊本マリスト学園の令和7年3月 31日 をもつて終了する会計年度の経営の状況及び同日現在上の財政状態を

全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当幣杏法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行つた。幣杏

の基準における当聯杏法人の責任は、「計算書類の聯杏における監査人の責任」に記載されている。当監

査法人は、我が国における職諜倫理に関する規定に従つて、学校法人から独立しており、また、幣杏人と

してのその他の倫理 卜の責任を果たしている。

当幣杏法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証褪を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、平成28年2月 26日付け熊本県告示第196号に基づく貸借対照表、収支計算書、その

他の財務計算に関する書類に含まれる情報のうち、計算書類及びその監査報告書以外の情報である。理事

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

当静杏法人の計算書類に対する酵杏意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当酵杏法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類の肇杏における当肇杏法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類又は当監査法人が鷲杏の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討

すること、また、そのような重要な相違必外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意

を払うことにある。

当幣杏法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準 (昭和46年文都省令第18〕 に準拠して計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し滴下に表示す

るために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載

する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び煙堀における理事の業務執行の状況を監視する

ことにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、幣杏人が実施した幣杏に基づいて、全体としての計算書類に不正又は譲謬による重要

な虚偽表示がないかどう力ヽ こついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は

集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると

判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる幣杏の基準に従って、幣杏の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職諜的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又適誤謬による重要な虚偽表示ジスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した肇杏手続を立案し、実施する。聯杏手続の選娯及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な幣杏証拠を入手する。
,計算書類の幣杏の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な肇杏手続を立案するために、幣杏に関連する内

部統制を検討する。
。 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当を性を評価する。
。 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実J性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記が付されている場合は、監査報

告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確寿性に関する計算書類の注

記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監

査人の結論は、監査報告書日までに入手した幣杏証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

学校法人脳鶴続法人として存続できなくなる可能性がある。
。 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準 (昭和46年文部省令第18号)に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、幣杏の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む幣杏上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告

を行う。

利害関係

学校法人と当幣杏法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以  上



監 査 報 告 書

学校法人 熊本マジス ト学園
理 事 会 御中

(評議員会  御中)

令和 7年 5月 21日

学校法人 熊本マジス ト学園

監事 シ芳
八 ル

I

監事li( 器
琴

唖乳
翻

私たちは、私立学校法第 52条第 1号に基づいて学校法人熊本マリス ト学園の令和 6年

度 (令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで)における財産目録及び計算書類 (資

金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表)を含め、学校法人の業務及び財産の状

況並びに理事の職務の執行の状況について監査を行いました。

監査の結果、同学園の令和 7年 3月 31日 現在の財産目録及び計算書類を含め、学校法

人の業務若 しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に関し、不正の行為又は法令若し

くは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めます。

以 上



資 金 収 支 計 算 書
令和 6年 4月  1日
令和 7年 3月 31日

から

まで

(単位 :千円)

収入の部

差 異

△ 5,544

1,009

△ 10

△ 15,040

△ 14,897

△ 143

△ 1

0

△2,970

△ 440

0

4,595

△25,002

△21,344

△65,249

決 算

503,674

8,610

110

300,240

297,897

2,343

9,821

0

7,970

21,332

0

38,665

124,913

△43,927

431,237

1,402,647

予 算

498,130

9,620

100

285,200

283,000

2,200

9,820

0

5,000

20,892

0

43,260

99,910

△65,772

431,237

1,337,398

科   目

学生生徒等納付金収入

手数料収入

寄付金収入

補助金収入

熊本県補助金収入

熊本市補助金収入

資産売却収入

付随事業・収益事業収入

受取利息・配当金収入

雑収入

借入金等収入

前受金収入

その他収入

資金収入調整勘定

前年度繰越支払資金

収入の都合計

※単位未満切り捨て
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(単位 :千円)

支出の部

差 異

4,036

14,226

△37

0

2,860

10,661

△860

0

△20,687

△ 75,449

△65,249

決 算

525,255

141,023

234

9,990

52,140

29,738

860

71,236

△ 16,004

588,122

1,402,647

予 算

529,292

155,250

247

9,990

55,000

40,400

0

71,237

△36,692

512,673

1,337,398

科   目

人件費支出

経費支出

借入金等利息支出

借入金等返済支出

施設関係支出

設備関係支出

資産運用支出

その他支出

資金支出調整勘定

翌年度繰越支払資金

支出の部合計

※単位未満切り捨て
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事業活動収支計算書
令和 6年 4月
令和 7年 3月

1日

31日
から

まで

(単位 :千円)

差 異

△5,544

1,009

△ 10

△ 11,905

△ 11,762

△ 143

0

17,358

903

決 算

503,674

8,610

110

297,105

294,762

2,343

0

1,879

811,379

予 算

498,130

9,620

100

285,200

283,000

2,200

0

19,238

812,238

科   目

学生生徒等納付金

手数料

寄付金

経常費等補助金

熊本県補助金

熊本市補助金

付随事業収入

雑収入

教育活動収入計

事
業
活
動
収
入
の

都

教
育
活
動
収
支

※単位未満切り捨て
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(単位 :千円)

差 異

21,404

10,766

0

32,170

△31,262

決 算

506,233

244,483

0

750,717

60,662

予 算

527,638

255,250

0

782,888

29,400

科   目

人件費

経費

徴収不能等

教育活動支出計

教育活動収支差額

教
育
活
動
収
支

※単位未満切り捨て
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(単位 :千円)

差 異

△2,970

0

△2,970

差 異

△37

0

△37

△2,932

△34,195

決 算

7,970

0

7,970

決 算

284

0

234

7,685

68,348

予 算

5,000

0

5,000

予 算

247

0

247

4,753

34,153

事
業
活
動
収
入
の
部

科  目

受取利息・配当金

その他の教育活動外収入

教
育
活
動
外
収
支

教育活動外収入計

事
業
活
動
支
出
の
部

科   目

借入金等利息

その他の教育活動外支出

教育活動外支出計

教育活動外収支差額

経常収支差額

※単位未満切り捨て
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(単位 :千円)

差 異

△ 0

292

292

差 異

△1,310

0

△ 1,310

1,603

△27,592

△ 30,768

△ 58,360

0

0

△ 58,360

決 算

4,936

4,381

9,317

決 算

1,310

0

1,310

8,006

76,355

△ 70,821

5,533

△ 1,416,049

0

△ 1,410,516

予 算

4,936

4,674

9,610

予 算

0

0

0

9,610

48,763

△ 101,590

△ 52,827

△ 1,416,049

0

△ 1,468,876

事
業
活
動
収
入
の
部

科   目

資産売却差額

その他の特別収入

特
男ll

収
支

特別収入計

事
業
活
動
支
出
の
部

科   目

資産処分差額

その他の特別支出

特別支出計

特別収支差額

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額

△ 1,769

25,822

828,667

752,312

826,898

778,135

事業活動収入計

事業活動支出計

※単位未満切 り捨て
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貸借対照表
令和 7年 3月 31日

(単位 :千円)

資産の部

増減

△ 76,236

96,811

20,574

前年度末

1,745,438

500,759

2,246,197

本年度末

1,669,201

597,570

2,266,772

科   目

固定資産

流動資産

資産の都合計

負債の部

増減

△9,559

△46,220

△ 55,780

純資産の部

増減

70,321

70,821

0

5,533

76,355

20,574

前年度末

78,519

146,148

224,668

前年度末

3,437,578

3,384,578

53,000

△ 1,416,049

2,021,529

2,246,197

本年度末

68,960

99,928

168,888

本年度末

3,508,400

3,455,400

53,000

△ 1,410,516

2,097,884

2,266,772

科   目

固定負債

流動負債

負債の都合計

科   目

基本金

第 1号基本金

第 4号基本金

繰越収支差額

純資産の都合計

負債及び純資産の都合計

※単位未満切り捨て
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資産の部

金  額

1,164,255

110,159

823,617

70,615

55,234

11,543

92,835

249

1,102,516

504,946

588,122

9,447

2,266,772

負債の部

金  額

59,940

9,020

0

9,990

16,004

38,665

35,268

168,888

2,097,884

摘  要

資 産 合 計

摘  要

負 債 合 計

差 引 正 味 財 産

科  目

基本財産計

土地

建 物

構築物

教育研究用機器備品

管理用機器備品

図書

電話加入権

運用財産計

特定資産

現金預金

未収入金

科   目

長期借入金

退職給与引当金

長期未払金

短期借入金

未払金

前受金

預り金

財 産 目 録
令和 7年 3月 31日

(単位 :千円)

※単位未満切り捨て
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